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自己紹介
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1964年東京都生まれ。大学卒業後、株式会社TKCに入社し第一線のコンサルティングセール
ス業務からマーケティング企画業務、マネジメント業務等を経て2004年取締役に就任。2014
年1月に49歳でアルパーコンサルティング株式会社を設立。新事業展開、売上向上、人財育
成、組織活性化、セグメント別会計の整備などを中心に、中小・小規模事業者や中小企業支
援機関等に対するコンサルティング事業を展開。公的支援としては、経済産業省所管の独立
行政法人中小企業基盤整備機構をはじめ、支援機関等の専門家、また政府の検討会委員とし
ても活動中。
コロナ禍による激変の昨今、中小・小規模事業者に環境変化への対応のヒントを提供すべく
全国を飛び回っている。
【役職（現職のみ）】
・アルパーコンサルティング株式会社 代表取締役
・中小企業庁 中小企業政策審議会金融小委員会 委員
・中小企業庁 中小企業収益力改善支援研究会 委員
・中小企業庁 中小企業の事業再生分野の政策評価検証研究会 委員
・中小企業基盤整備機構 中小企業アドバイザー
・中小企業大学校・東京校 中小企業支援担当者等上級研修・専門研修講師

ほか
【資格】
・経営管理修士（MBA：明治大学）

【所属学会】
・中小企業会計学会（発起人・幹事）
国際会計研究学会 日本簿記学会 等
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単に納税計算の問題では済まず
取引先との取引継続可否に繋がるのが
「消費税インボイス制度」です。

いまから何をすべきかに絞ってお話しします。

観光経済新聞社様セミナー
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【残念ながら制度改正への対応からは逃れられません】
でも安心してください！今日から何をすれば良いかをお話しします
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まずは消費税の課税事業者（本則課税）の方々へ

事業年度の課税売上高が5,000万円超の事業者と、課
税売上高が5,000万円超ではなくともあえて「本則課
税」を選択している事業者の皆さまがいまやってお
くべきこと
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消費税納税額計算の基本的な仕組

売上を通じてお客さまから預かった消費税額

仕入や経費支払で支払った消費税額
（仕入税額控除）

税務署に納める消費税額【本則課税の方】
インボイス制度が

始まると

インボイスの要件を
満たした

請求書・領収書しか
控除できなくなる！
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まずは消費税の課税事業者（本則課税）の方々へ
来年10月に向けて今すぐ取引先のチェックを始めましょう

もらう

請求書・領収書
がインボイスで

ないと
貴社の納税額が

膨らみます
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本則課税の事業者にとって
消費税インボイス制度は何が問題なのか

消費税（本則課税）の納税額は、「売上を通じてお客さまから預かった消
費税額」から「仕入や経費支払いで支払った消費税額」を控除して算出さ
れますが、令和5年10月1日からは、仕入や経費支払いで支払った消費税額
の控除は、「適格請求書（消費税インボイス）」でしか出来なくなります。
受け取る請求書や領収書がインボイスの要件を満たさないと、あなたの事
業の消費税納税額が膨らむということです。

この適格請求書の要件を満たさな
い領収書では、所得税や法人税で
の経費にはなっても、消費税の仕
入れ税額控除はできません
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交際費 10,545円
未払金11,600円

仮払消費税1,055円
娯座樓さんの発行する領収書が、「適格請求書（インボイ
ス）」の要件を満たしていようがいまいが、課税事業者であ
ろうが免税事業者であろうが、経理上1,055円を仕入税額控除
しています。

今日現在の仕入税額控除計算（本則課税事業者）
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来年10月からの仕入税額控除計算（本則課税事業者）

交際費 11,600円 未払金11,600円

この娯座樓さんの発行する領収書では、「適格請求書（イン
ボイス）」の要件を満たしていないので仕入税額控除ができ
ません。いままで仕入税額控除していた1,055円は、貴社の経
費（要は貴社負担）として処理することになります。
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インボイスの要件って？
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まずは消費税の課税事業者（本則課税）の方々へ
来年10月に向けて仕入先・主要経費支払先のチェックを始めましょう

適格請求書が
発行できそうなお店

適格請求書
発行に不安が残るお店

問題なのは免税事業者は「適格請求書」の発行が出来ない点にあります
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例えば本則課税の食事が美味しい温泉旅館

「適格請求書」が発行できない
免税事業者の米農家

「適格請求書」発行の
課税事業者の農業法人

食材仕入

食材仕入
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本則課税事業者が今すぐやっておくべきこと
仕入先・主要経費支払先にインボイス発行意志を確認しましょう

出典：一般社団法人日本加工食品卸協会「インボイス制度対応企業間取引の手引き」
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貴社もインボイスを発行する必要があります
1枚1枚の正確な消費税額計算を手書きで対応しますか

出典：コクヨ株式会社ホームページ

受け取った領収書の消費税額計算が間違えてい
たら、発行元に正しい領収書を再度発行しても
らうことが義務づけられています。
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ただでさえ人手不足の小規模事業者です
使える補助金は有効に活用しましょう
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経理も手書きから脱却しましょう
領収書や請求書がインボイスか否かで区分経理しなくてはなりません

• 本則課税事業者や本則課税事業者の社員からの発注や購入がなくなって
しまうリスクを考え、領収書や請求書の発行を求めるお客さまがどれだ
けいるかをチェックする。

• 課税事業者を選択した場合の概算の納税額も把握し、その上で免税のま
までいくのか、課税を選択するのかを判断する。

【以下、課税事業者を選択しインボイスを発行しようとする場合】
• 税務署に適格請求書発行事業者番号（インボイス登録番号）を申請し、
併せて「消費税課税事業者選択届出書」を提出する。

• 商工会に相談し、小規模事業者持続化補助金インボイス枠の活用等も検
討しながら、消費税納税ができるように収益改善を図る。

• 自社が発行する請求書・領収書を手書きのままで行くのか、補助金を活
用してシステム対応するのかを検討する。
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消費税の課税事業者（本則課税・簡易課税）の方々は
例外なく適格請求書発行事業者の登録申請を急ぎましょう

出典：国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
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自社が発行するイン
ボイスは円未満切り
捨てで計算する方が
有利です

令和5年10月からなのに
なぜ小規模事業者の当社がインボイス登録番号の取得を急いだのか
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税務署から登録番号を受けたら
「当店はインボイス対応店です」と店頭に表示しましょう

ご安心ください！

当店発行の領収書・請求書は

インボイスです！
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政府は経過措置を設けていますが
ほぼ意味はないと思っています（私見）

受け取る請求書・領収書を「インボイスかそうでないか」で
区分経理する必要がでてきます
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【重要】本則課税事業者がやるべきこと

• 税務署に適格請求書発行事業者番号（インボイス登録番号）を大至急申
請する。

• 番号を取得したら「インボイス発行可能な事業者であること」をお客さ
まにわかるように表示する。

• 仕入先・主要経費支払先にインボイス対応予定を確認する。
• いま受け取っている請求書・領収書で手書きのものをチェックしておく。
• 自社が発行する請求書・領収書を手書きのままで行くのか、IT導入補助
金を活用してシステム対応するのかを検討する。

• インボイスの区分経理ができるようにIT導入補助金を活用した会計シス
テムの導入を検討する。
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消費税の課税事業者（簡易課税）の方々へ

事業年度の課税売上高が1,000万円超5,000万円以下
で「簡易課税」を選択している事業者の皆さまがい
まやっておくべきこと
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• 簡易課税を選択している課税売上高5,000万円以下の事業者の消費税納

税額は、業種別の「みなし仕入率」を使って課税売上高の比例額で計算

しているため、一般課税事業者のように受け取る請求書・領収書が「適

格請求書」でなくとも納税額は変わりません。

• しかし、何らかの事情（課税売上高が5,000万円を超えたり、本則課税

を選択する方が有利な場合）で本則課税事業者に移行することもあり得

ます。その時になって慌てて取引先の選別をするのでは対応が間に合わ

ないので、日頃から取引先が発行する領収書や請求書が「適格請求書」

かどうかを確認しましょう。

消費税の課税事業者（簡易課税）の方々へ
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簡易課税事業者も得意先・お客さまには本則課税事業者とその社員が
いるかもしれません。インボイス登録番号の取得は必須です
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【重要】簡易課税事業者がやるべきこと

• 税務署に適格請求書発行事業者番号（インボイス登録番号）を大至急申
請する。

• 番号を取得したら「インボイス発行可能な事業者であること」をお客さ
まにわかるように表示する。

• 仕入先・主要経費支払先にインボイス対応予定を念のため確認する。
• いま受け取っている請求書・領収書で手書きのものを念のためチェック
しておく。

• 自社が発行する請求書・領収書を手書きのままで行くのか、IT導入補助
金を活用してシステム対応するのかを検討する。

• インボイスの区分経理ができるようにIT導入補助金を活用した会計シス
テムの導入を検討する。
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事業年度の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者
の皆さまがいまやっておくべきこと

免税事業者のままでいると「適格請求書」の発行が出来ない
ため、本則課税事業者からの仕事の発注、本則課税事業者の
社員等からの売上が無くなる下がるリスクがあります。

課税売上高が1,000万円以下でも課税事業者になることはでき
ます。しかし消費税を納税することになるため、今までより
もお金が出ていくことになります。

免税事業者は課税事業者になるかどうかの意志決定を急ぎましょう
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インボイスを発行できないと
客層によってはお客さまが減るリスクがある場合があります

経費精算する
社員さんは

来なくなる危険
があります
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免税事業者が課税事業者を選択するかどうかの判断は
お客さまが「経費で落とすかどうか」です

出典：日本商工会議所「中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策［第2版］」
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インボイス発行が可能な課税事業者になるためには
消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出します
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【特例】今なら「2年縛りなしに」令和5年10月1日開始の
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に出せます

出典：日本商工会議所「中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策［第2版］」
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売上高

仕入など（変動費）

粗利益（限界利益）

売上がなくても
発生する出費（固定費）

生活費等 300

500

800

900

100

例えばサービス業の個人事業主で免税事業者の場合

免税でもインボイス発行のために課税事業者になることはできますが
手元資金から消費税を納税しなくてはならなくなります
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売上高

仕入など（変動費）

粗利益（限界利益）

売上がなくても
発生する出費（固定費）

生活費等－消費税45 255

500

800

900

100

サービス業（免税）が簡易課税を選択した場合（令和5年10月～）

免税でもインボイス発行のために課税事業者になることはできますが
手元資金から消費税を納税しなくてはならなくなります
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免税事業者は｢課税を選択したらいくら納税か｣を概算で計算しましょう

売上高×（100％－自社の業種のみなし仕入率）×10％



34© 2014-2022 Alpar Consulting, Inc.

免税事業者は
｢もし課税を選択したらいくら納税か｣を概算で計算しましょう

• 年商900万円の建設業（一人親方等）
900万円×（100％－建設業のみなし仕入率70％）×10％＝27万円

• 年商900万円の飲食業
900万円×（100％－飲食業のみなし仕入率60％）×10％＝36万円

• 年商900万円のサービス業
900万円×（100％－サービス業のみなし仕入率50％）×10％＝45万円
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消費税の免税事業者で課税事業者になってインボイスを発行する方は
持続化補助金インボイス枠も活用で「もっと利益が出る仕掛け」を！
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【重要】免税事業者がやるべきこと

• 本則課税事業者や本則課税事業者の社員からの発注や購入がなくなって
しまうリスクを考え、領収書や請求書の発行を求めるお客さまがどれだ
けいるかをチェックする。

• 課税事業者を選択した場合の概算の納税額も把握し、その上で免税のま
までいくのか、課税を選択するのかを判断する。

【以下、課税事業者を選択しインボイスを発行しようとする場合】
• 税務署に適格請求書発行事業者番号（インボイス登録番号）を申請し、
併せて「消費税課税事業者選択届出書」を提出する。

• 小規模事業者持続化補助金インボイス枠の活用等も検討しながら、消費
税納税ができるように収益改善を図る。

• 自社が発行する請求書・領収書を手書きのままで行くのか、補助金を活
用してシステム対応するのかを検討する。
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人手が足りない中小企業・小規模事業者だからこそ
人手に頼るのではなくITの活用でもっと楽に制度変更に対応しましょう
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